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皆様の声を 高島市政に

ダイオキシン問題費用の
　　　　賠償請求はどのように？

退職職員への
賠償請求

国の指針に基づき進めていく
答

　

環
境
セ
ン
タ
ー
の
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
問
題
の
費
用
を
市
税
に
て

処
理
す
る
こ
と
は
理
解
が
得
ら

れ
な
い
た
め
、
市
の
退
職
職
員

に
賠
償
を
求
め
て
い
く
と
９
月

議
会
の
閉
会
挨
拶
で
発
言
さ
れ

た
。
次
の
４
点
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

●
地
方
創
生

●
地
震
対
策

そ
の
他
の
質
問

前川　勉 議員

　

退
職
職
員
へ
の
賠
償
請

求
は
、
法
的
に
可
能
か
。

問　
総
務
部
長

答
　

今
回
の
問
題
の
発
生
原
因
と

な
る
行
為
が
、
退
職
職
員
を
含

め
、
職
員
の
故
意
ま
た
は
重
大

な
過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人

に
損
害
を
加
え
た
も
の
で
あ
る

と
判
断
で
き
れ
ば
、
国
家
賠
償

法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
求
償

は
可
能
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

損
害
賠
償
を
求
め
る
対

象
経
費
の
範
囲
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

　

求
償
す
る
退
職
職
員
の

職
種
・
職
階
の
範
囲
は
。

　

損
害
賠
償
を
求
め
る
時

期
、
そ
れ
ま
で
に
至
る
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

問　

問　

問　

総
務
部
長

答
　

市
が
負
担
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
支
出
額
の
範
囲
内
と
な

り
ま
す
が
、
現
時
点
で
は
、
具

体
的
に
対
象
経
費
の
範
囲
は
確

定
し
て
い
ま
せ
ん
。

総
務
部
長

総
務
部
長

答

答

　

国
家
賠
償
法
で
規
定
す
る
、

故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に

よ
っ
て
、
違
法
に
損
害
を
加
え

た
と
判
断
さ
れ
る
職
員
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

現
時
点
で
は
、
本
事
案
が
全

面
的
な
解
決
に
至
っ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
今
後
の
推
移
を
勘

案
し
た
う
え
で
、
検
討
し
て
い

く
こ
と
と
な
り
ま
す
。従
っ
て
、

職
員
に
求
償
す
る
時
期
は
、
現

時
点
で
は
未
定
で
す
。　
　
　

　

今
回
の
事
案
に
お
い
て
、
国

家
賠
償
法
に
基
づ
く
職
員
の
賠

償
請
求
の
要
件
が
備
わ
っ
て
い

る
か
否
か
は
、
今
後
、
専
門
家

と
十
分
に
相
談
し
、
適
切
か
つ

慎
重
に
対
応
し
た
い
と
考
え
ま

す
。
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